
阿賀野市告示第１２３号  

 阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス・活動Ｃ

実施要綱を次のように定める。  

  令和８年５月２７日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス・活

動Ｃ実施要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平

成２９年阿賀野市告示第１９号）第３条第１号イに規定する第１号通所事業

のうち、リハビリテーション専門職が主体となって、３か月から６か月の短

期間で提供する通所型サービス・活動Ｃ（以下「通所Ｃ」という。）の実施

に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この告示における用語の意義は、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」

という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るた

めの指針（令和６年厚生労働省告示第１６８号。以下「ガイドライン告示」

という。）及び地域支援事業実施要綱（令和７年７月１７日老発０７１７第

５号）において使用する用語の例による。  

 （基本方針）  

第３条 通所Ｃは、疾病等で生活機能が低下した高齢者が、住み慣れた地域で

自分らしく暮らし続けられることを目的とし、単に一時的な運動器の機能向

上、栄養状態の改善等を図るだけでなく、サービスの利用終了後においても、

自宅において改善後の心身機能を維持・継続し、地域資源等を活用して元の

暮らしを送ることができるよう、通所Ｃ実施者、対象者双方が取り組まなけ

ればならない。  

 （対象者）  

第４条 通所Ｃの対象となる者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号の

いずれかに該当するものとする。  

 (１) 要支援認定者 

 (２) 基本チェックリストで、事業対象者に該当した者 

 (３) 介護予防・生活支援サービス利用者が、要介護１～５になった場合、
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本人が希望し、市が必要と判断した者  

 （通所Ｃ実施者）  

第５条 通所Ｃの実施主体は、阿賀野市とする。ただし、市は事業の運営を適

切に実施することができると市長が認める医療機関、社会福祉法人、民間事

業所等に委託することができる。  

 （通所Ｃ内容）  

第６条 市は、日常生活に支障がある利用者の生活行為を改善するために、保

健・医療の専門職により次の各号に掲げるプログラムを利用者の心身の状況、

個別因子及び環境因子に応じて一体的に実施するものとする。  

 (１) 介護予防教育プログラム 

 (２) 運動器機能向上プログラム 

 (３) 栄養改善プログラム 

 (４) 口腔機能向上プログラム 

 (５) その他プログラム 

 （申請手続） 

第７条 通所Ｃを利用しようとする者は、阿賀野市通所型サービス・活動Ｃ事

業利用申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなけ

ればならない。 

 (１) 基本チェックリストの写し 

 (２) 介護予防サービス・支援計画書の写し又は、市が別に定める簡略化し

た介護予防サービス・支援計画書の写し  

２ 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査した上で利用

の可否を決定し、阿賀野市通所型サービス・活動Ｃ事業利用決定通知書（第

２号様式）により、当該申請者に通知するものとする。  

 （内容及び手続の説明並びに同意）  

第８条 通所Ｃ実施者は、サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者に

対し、プログラムの内容その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、同意を得なければならない。  

 （定員）  

第９条 １回あたりの定員は概ね２０人とする。  

 （実施場所） 

第１０条 通所Ｃの実施場所は、利用者の利便性を考慮し、市所有施設又は委

託サービス事業所等が設置、運営している施設で行うものとし、プログラム

の実施に当たって適切なスペースが確保されているものとする。  



 （利用回数）  

第１１条 通所Ｃの利用回数は、おおむね３か月間に１２回とする。ただし、

利用者が１２回の利用では目標を達成できなかったが、利用回数を追加する

ことで目標を達成できることが見込めるなど、必要と認められる場合は最大

１２回追加することができる。  

２ 同一の利用対象者に対する同一の事業の利用については、原則として、一

の年度において、１回に限るものとする。  

 （利用料等）  

第１２条 市は、通所Ｃの利用に際し、利用者から１人１か月当たり５００円

の利用料を徴収することができ、利用者は３か月分を原則一括で市に納入す

る。  

２ 通所Ｃの実施に当たり、日常生活においても通常必要となる物品等の購入

に係る費用等であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費

用は、利用者の負担とする。  

３ 通所Ｃの利用に際し、送迎が必要で、市が手配するタクシーを利用する場

合は、１日につき５００円を負担し、翌月に前月の乗車日数分を一括で市に

納入する。  

 （記録の整備）  

第１３条 通所Ｃ実施者は、事業に関する記録を整備しておかなければならな

い。  

２ 通所Ｃ実施者は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、

その完結の日から５年間保存しなければならない。  

 （報告）  

第１４条 通所Ｃ実施者は、サービスの提供による利用者の生活行為の改善状

況その他の提供の成果について事業実施終了後速やかに報告しなければな

らない。  

 （衛生管理）  

第１５条 通所Ｃ実施者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、

感染症の発生又はまん延防止のために必要な措置を講じるものとする。  

 （事故発生時の対応）  

第１６条 通所Ｃ実施者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生

した場合は、直ちに市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防ケ

アマネジメントを行う地域包括支援センターに連絡するとともに、必要な措

置を講じなければならない。  



２ 通所Ｃ実施者は、事故の状況及び当該事故に際してとった処置について記

録しなければならない。  

３ 通所Ｃ実施者は、事故による損害を賠償するための保険又は共済に加入し

なければならない。  

 （秘密の保持）  

第１７条 通所Ｃ実施者及び従事者は、利用者及び家族に関する業務上知り得

た秘密を他に漏らしてはならない。事業に従事しなくなってからも同様とす

る。  

 （その他）  

第１８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるもの

とする。  

   附 則  

 この告示は、令和８年５月２７日から施行し、令和８年４月８日から適用す

る。  

 

 



 

第１号様式（第７条関係） 

 年  月  日 

阿賀野市長 殿 

 

住所 阿賀野市 

氏名 

 

阿賀野市通所型サービス・活動Ｃ事業利用申請書 

 

 阿賀野市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス・活動Ｃ実施要綱第７条の規

定に基づき、次のとおり申請します。 

また、この事業の利用にあたり、下記のことについて同意します。 

記 

被保険者氏名 被保険者番号 

フリガナ  

生年月日 性別 

年  月  日 男・女 

住所 
郵便番号    － 

 

電話番号  

緊急連絡先 

住所 

氏名 

電話番号 続柄 

かかりつけ 

医療機関 

医療機関名 

 

主治医氏名 

同意事項 

・この利用申請書にある情報及び利用者基本情報、ケアマネジメント、評価内容

ついて、市がサービス従事者、主治の医師等の関係者に提示すること。 

・必要時に主治の医師に指示を仰ぐこと。 

・利用開始時と終了時の動作状況を比較するために動画を撮影すること。 

・体力測定データを含む評価内容や動画を個人が特定されないよう配慮した上

で、調査研究、学会、研修会等での発表の目的で市または事業者が使用すること。 



 

第２号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

                      阿賀野市長        

                            （公印省略） 

 

 

阿賀野市通所型サービス・活動Ｃ事業利用決定通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のありました阿賀野市通所型サービス・活動Ｃ事業に

ついて、下記の通り決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 利用を認めます。 

 

    開始日        年    月    日（   曜日） 

 

    利用事業所                         

 

 

２ 利用を認めません。 

 

    理由                           のため 

 

 

以上 

 

 


